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5月 皐月
さ つ き

日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 【憲法記念日】

4【みどりの日】 5 【こどもの日】6  【振替休日】 7 8 9 10
【立夏】※ 休館日

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21【小満】※ 22 23 24

おはなし会
スプーンおばさん

14：30～15：00

おはなし室

25 26 27 28 29 30【消費者の日】31
休館日

としょかん
よちよちえほん会

11：00～11：30

おはなし室

印は休館日 ※啓蟄（けいちつ）：冬ごもりをしていた虫が穴から出てくること

 5月10日（土）～5月22日（木）　蔵書点検のため休館します。

  　　　　　　　　　 5月9日（金）までの貸出冊数は10冊、貸出期間は3週間となります。

発行　稲美町立図書館

図書館ホームページアドレス 電子図書館ホームページアドレス

※小満（しょうまん）：すべてのものが勢いづき、草木が生い茂るころ

開館時間　９：００～１８：００

※立夏（りっか）：夏のきざしが感じられるころ

5月10日(土)～5月22日(木)
蔵書点検のため休館

【蔵書点検】・【貸出冊数と期間の変更】のお知らせ

（消費者クイズの答えQ1 A・Q2 B・Q3 B）

https://www.d-library.jp/inami_town/


　Q１　お店で商品を買った Q2　契約について正しい

　とき、レシートを渡されま 説明はどっち？ 　　たらどこに相談する？

　した。

　さて、あなたは? A　押印した契約書がない 　　A　裁判所

から契約したことにはなら 　　B　消費生活センター

　A　必ず受け取る ない

　B　じゃまになるから受け B　口頭でも契約したこと

　　　取らない 　になる

（答えは表面）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（消費者庁通知文より引用）

Q3　契約トラブルで困っ

　　　　　

子供も大人も消費者クイズにチャレンジしてみてください。

① ② ③

　「消費者保護基本法（消費者基本法の前身）」が昭和43年5月に施行されたことから、その

施行20周年を機に、昭和63年から毎年5月が「消費者月間」とされました。

　 令和7年度の消費者月間のテーマは、

「明日の地球を救うため、消費者にできること グリーン志向消費～どのグリーンにする?～」

です。

　毎年のように、記録的な大雨や高温など異常気象の影響による災害が発生しており、私た

ちは地球温暖化による気候変動の影響をひしひしと感じています。

　地球温暖化の責任は、ほぼ全面的に我々人類にあると言われており、私たちの日々の行

動を見直していくことが不可欠となっています。

　 人類の行動の一つである消費行動においても、これは例外ではありません。 かけがえの

ない地球を守り、持続可能な社会を将来世代に引き継いでいくためには、私たち消費者が

自身の消費行動は地球環境の持続可能性に影響を及ぼし得ることを自覚した上で、地球

環境に配慮した消費行動を選択していくことが求められています。

　 消費者の皆さんの地球環境問題への関心は高い一方で、実際の消費行動は、必ずしも

環境に配慮したグリーン志向の消費行動を選択していないという実態があります。

しかしながら、私たちの身近な周りを見回してみると、地球環境の持続可能性に影響を与え

得る消費行動はたくさんあるのではないでしょうか。

　 どんな消費行動が地球環境にとって良い行動なのか、ご自身の消費行動を振り返ったり、

考えたり、話し合ったりする機会を作ってみませんか。そして、地球環境に配慮したグリーン

志向の消費行動をみんなで始めてみませんか。


